
別紙３

可否 理由 可否 理由 可否 理由

雇用調整助成金 × －
△

雇用調整助成金は賃金助成の他
に教育訓練費も助成するため、当
該訓練費が本プロセスの事業費
（委託費）と重複する場合がある
ことから、この場合は併給調整。

－ － －

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、、訓練助成は、本プロセスの
事業費の重複が考えられるため
併給調整。

－ － ×

× － ○

× － ○

× － ○

× － －

× － ○

× － －

× － －

△

基金事業の事業費で設置・
整備した施設・設備につい
て助成内容が重複する可能
性がある。

－ △

本プロセスの事業費で設置・整備
した施設・設備について助成内容
が重複する可能性がある。

△

基金事業の事業費で設置・
整備した施設・設備につい
て助成内容が重複する可能
性がある。

－ △

本プロセスの事業費で設置・整備
した施設・設備について助成内容
が重複する可能性がある。

△

基金事業の事業費で設置・
整備した施設・設備につい
て助成内容が重複する可能
性がある。
なお、雇入れに係る費用の
助成部分があり、委託事業
に雇入れ労働者に係る人件
費が含まれている場合には
併給不可。

－ △


本プロセスの事業費で設置・整備
した施設・設備について助成内容
が重複する可能性がある。
なお、雇入れに係る費用の助成
部分は、本プロセスの事業費と重
複が考えられず併給可。（※創業
支援金の教育訓練に係る経費は
助成内容が重複する場合があ
る。）

× － －

× － △


本プロセスの事業費で職業訓練
を実施した場合、助成内容が重
複する可能性がある。賃金助成
は併給可。

－ － －

－ － ×

事業名

併給の可否

地域人づくり事業

雇用拡大プロセス
処遇改善プロセス

雇用型（既存基金事業同様の取扱い） 非雇用型

雇用調整助成金

労働移動支援助
成金

再就職支援奨励金

受入れ人材育成支援奨励金

高年齢者雇用安
定助成金

高齢者活用促進コース

高年齢者労働移動支援コース

通年雇用奨励金

特定求職者雇用
開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者雇用開発特別奨励金

被災者雇用開発助成金

トライアル雇用奨励金

障害者トライア
ル雇用奨励金

障害者トライアル雇用奨励金

障害者短時間トライアル雇用奨励金

地域雇用開発助
成金

地域雇用開発奨励金

地域求職者雇用奨励金（経過措置）

地域再生中小企業創業助成金（経過措
置）

沖縄若年者雇用促進奨励金

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

均衡待遇・正社員化推進奨励金
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別紙３

事業名

併給の可否

地域人づくり事業

雇用拡大プロセス
処遇改善プロセス

雇用型（既存基金事業同様の取扱い） 非雇用型

－ － －

× － －

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、、訓練助成は、本プロセスの
事業費の重複が考えられるため
併給調整。

中小企業両立支援助成金
（代替要員確保コース）

－ － －

中小企業両立支援助成金
（休業中能力アップコース）

－ － －

中小企業両立支援助成金
（継続就業支援コース）

－ － ×

中小企業両立支援助成金
（期間雇用者継続就業支援コー
ス）

－ －
△

職場復帰した育児休業者に対し
継続就労支援を行ったことに対す
る助成金であり、助成内容は、賃
金引き上げ等の処遇を改善する
目的でないため、本プロセスの事
業費の重複が考えられず併給調
整対象外。正社員復帰加算は、
事業費が重複する可能性があ
る。

認定訓練コース（経費助成） × × ×

認定訓練（賃金助成） × － －

技能実習コース（経費助成） × × ×

技能実習コース（賃金助成） × － －

雇用管理制度コース（整備助成） － － ×

若年者に魅力ある職場づくり事業
コース

× × ×

建設広域教育訓練コース（推進活
動経費助成）

× × ×

建設広域教育訓練コース（施設設
置等経費助成）

× × ×

建設広域教育訓練コース（施設設
置等経費助成）

× × －

新分野教育訓練コース（経費助
成）

× － ×

新分野教育訓練コース（賃金助
成）

× － －

作業員宿舎等設置支援コース × － －

団体助成コース － － ×

個別中小企業助成コース △

雇用管理制度導入に係る費
用の助成については、基金
事業の事業費の重複は考
えられないが、介護福祉機
器等導入に係る費用の助成
については、導入機を使用
するための研修など、助成
内容が重複する場合があ
る。

－ △


雇用管理制度導入に係る費用の
助成については、助成内容が重
複する可能性がある。また、介護
福祉機器等導入に係る費用の助
成については、導入機を使用する
ための研修など、助成内容が重
複する場合がある。

両立支援助成金

子育て期短時間勤務支援助成金

事業所内保育施設設置・運営等助成金

ポジティブ・アクション能力アップ助成金

中

小

企

業

両

立

支

援

助

成

金

人材確保等支援
助成金

建

設

労

働

者

確

保

育

成

助

成

金

中

小

企

業

労

働

環

境

向

上

助

成

金
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事業名

併給の可否

地域人づくり事業

雇用拡大プロセス
処遇改善プロセス

雇用型（既存基金事業同様の取扱い） 非雇用型

× － ○

× － △


賃金に係る助成は本プロセスの
事業費と重複せず併給可能だ
が、訓練助成は、本プロセスの事
業費の重複が考えられるため併
給調整。

× － △


賃金を増額した場合に対する助
成であり、併給可能。ただし、職
務評価を活用し賃金を増額した
場合は助成内容と本プロセスの
事業費の重複するため職務評価
の加算額については併給調整。

× － △


有期契約労働者等に法定外の健
康診断制度を導入した場合は、
助成内容と本プロセスと事業費が
重複するため併給調整。

× － ○

× － ○

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、訓練助成は、本プロセスの事
業費の重複が考えられるため併
給調整。

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、、訓練助成は、本プロセスの
事業費の重複が考えられるため
併給調整。

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、、訓練助成は、本プロセスの
事業費の重複が考えられるため
併給調整。

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、、訓練助成は、本プロセスの
事業費の重複が考えられるため
併給調整。

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、、訓練助成は、本プロセスの
事業費の重複が考えられるため
併給調整。

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、、訓練助成は、本プロセスの
事業費の重複が考えられるため
併給調整。

× － △


賃金助成は、本プロセスの事業
費の重複がないため併給可能だ
が、、訓練助成は、本プロセスの
事業費の重複が考えられるため
併給調整。

× － －

× － △


障害者の雇入れの促進のため施
設整備に係る費用を助成するも
のであり、本プロセスの事業費の
重複が考えられるため併給調整。

× － －

精神障害者雇用安定奨励金
（専門家の活用）

× － △
 雇入れ助成であり、本プロセスの
事業費との重複が考えられる。

精神障害者雇用安定奨励金
（専門家の養成））

× － △
 訓練にかかる助成であり助成内
容が重複する可能性がある。

精神障害者雇用安定奨励金
（社内理解の促進）

× － △
 訓練にかかる助成であり助成内
容が重複する可能性がある。

精神障害者雇用安定奨励金
（ピアサポート体制の整備）

× － △


精神障害者の職場環境に係る助
成であり、助成内容と本プロセス
の事業費が重複する可能性があ
る。

精神障害者雇用安定奨励金
（代替要因の確保）

× － △


精神障害者の職場環境に係る助
成であり、助成内容と本プロセス
の事業費が重複する可能性があ
る。

精神障害者雇用安定奨励金
（セルフケア）

× － △
 訓練にかかる助成であり助成内
容が重複する可能性がある。

重度知的・精神障害者職場支援
奨励金

× － △
 雇入れ助成であり、本プロセスの
事業費との重複が考えられる。

キャリアアップ助
成金

正規雇用等転換コース

人材育成コース

処遇改善コース

健康管理コース

短時間正社員コース

短時間労働者の週所定労働時間延長
コース

キャリア形成促
進助成金

一般型訓練

成長分野等人材育成コース

若年人材育成コース

グローバル人材育成コース

熟練技能育成・承継コース

認定実習併用職業訓練コース

自発的職業能力開発コース

障害者雇用促進
助成金

障害者初回雇用奨励金
（ファースト・ステップ奨励金）

中小企業障害者多数雇用施設設置等助
成金

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発
助成金

精

神

障

害

者

等

雇

用

安

定

奨

励

金
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別紙３

事業名

併給の可否

地域人づくり事業

雇用拡大プロセス
処遇改善プロセス

雇用型（既存基金事業同様の取扱い） 非雇用型

△

基金事業の事業費で簡易な
施設整備等を実施した場合
に、基金事業の事業費と助
成内容が重複する可能性が
ある。

－ △

簡易な施設整備等を実施した場
合に、本プロセスの事業費と助成
内容の重複が考えられる。

△

基金事業の事業費で簡易な
施設整備等を実施した場合
に、基金事業の事業費と助
成内容が重複する可能性が
ある。

－ △

簡易な施設整備等を実施した場
合に、本プロセスの事業費と助成
内容の重複が考えられる。

× － △

雇用管理のための助成であり本
プロセスの事業費と重複が考えら
れる。

× － △

障害者の職場適用に係る助成で
あり、本プロセスの事業費と重複
が考えられる。

× － △

障害者の通勤を容易にするため
の助成であり、本プロセスの事業
費と重複が考えられる。

△

現在の取扱いと同様に整
理。
基金事業の事業費で簡易な
施設整備等を実施した場合
に、基金事業の事業費と助
成内容が重複する可能性が
ある。

－ △
 施設整備の助成であり、本プロセ
スの事業費と重複が考えられる。

× － △

障害者の訓練助成であり、本プロ
セスの事業費の重複が考えられ
る。

△

雇用管理制度導入に係る費
用の助成については、基金
事業の事業費の重複は考
えられないが、介護福祉機
器等導入に係る費用の助成
については、導入機を使用
するための研修など、助成
内容が重複する場合があ
る。

－ △


雇用管理制度導入に係る費用の
助成については、助成内容が重
複する可能性がある。また、介護
福祉機器等導入に係る費用の助
成については、導入機を使用する
ための研修など、助成内容が重
複する場合がある。

× － ×

総合訓練コース × － ×

OFF－JTコース × － ×

× － △


賃金に係る助成は本プロセスの
事業費と重複せず併給可能だ
が、訓練助成は、本プロセスの事
業費の重複が考えられるため併
給調整。

× － ×

× － ×

× － ×

× － △


賃金に係る助成は本プロセスの
事業費と重複せず併給可能だ
が、訓練助成は、本プロセスの事
業費の重複が考えられるため併
給調整。

× － △


賃金に係る助成は本プロセスの
事業費と重複せず併給可能だ
が、訓練助成は、本プロセスの事
業費の重複が考えられるため併
給調整。

障害者雇用納付
金制度に基づく
助成金

障害者作業施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金

障害者介助等助成金

職場適応援助者助成金

重度障害者等通勤対策助成金、

重度障害者多数雇用事業所施設設置等
助成金

障害者能力開発助成金

介護労働環境向上奨励金

成長分野等人材
育成支援事業

成長分野等人材育成支援奨励金

震

災

関

連

人

材

育

成

支

援

奨

励

金

日本再生人材育
成支援事業

非正規雇用労働者育成支援奨励金

正規雇用労働者育成支援奨励金

海外進出支援奨励金

被災地復興建設労働者育成支援奨励金

人材育成型労働移動支援奨励金（再就
職コース）

人材育成型労働移動支援奨励金（出向
コース）
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事業名

併給の可否

地域人づくり事業

雇用拡大プロセス
処遇改善プロセス

雇用型（既存基金事業同様の取扱い） 非雇用型

× － ×

× － ×

× － ×

× × ×

× × ×

△

業務改善に係る制度助成で
あり、助成内容は原則重複
しないが、労働能率の増進
に繋がる研修の費用等基金
事業の事業費と重複する場
合がある。

－ △

業務改善に係る制度助成であり、
本プロセスの事業費と助成内容
の重複が考えられる場合がある。

※　可否欄について、　　×･･･併給調整　　△･･･併給調整される場合がある　　○･･･併給可　　－･･･併給調整対象外

認定職業訓練実施奨励金

農漁業者雇用支援事業(平成25年度終了）

業務改善助成金

若年者人材育
成・定着支援奨
励金（若者チャレ
ンジ奨励金）

訓練奨励金

正社員雇用奨励禁

受給資格者創業支援助成金

広域団体認定訓練助成金
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